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只見町農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則 

平成２８年４月１日農業委員会規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。以下「農業委員会

法」という。）及び只見町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数の関する条

例（平成28年只見町条例第15号）に基づき、農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」と

いう。）の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（候補者の推薦及び募集） 

第２条 農業委員会法第19条第１項の規定による推進委員の候補者（以下「候補者」とい

う。）の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。 

(１) 町内の地区又は全域からの推薦 

(２) 団体等からの推薦 

(３) 一般募集 

２ 候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間、届出方法その他必要事項につ

いて、町ホームページ、広報紙等により公表するものとする。 

３ 推薦及び応募の届出期間は、公表の日から28日以上の期間を定めるものとする。 

（候補者の資格） 

第３条 候補者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

(１) 町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。 

(２) 町職員でない者 

(３) 農業委員会法第８条第４項の規定に該当しない者 

（推薦の手続） 

第４条 第２条第１号及び第２号の規定による推薦の手続は、次のとおりとする。 

(１) 町内の地区及び団体等からの推薦にあっては、当該地区及び団体等の代表者が文書を

もって推薦するものとする。 

(２) 町内全域からの推薦にあっては、農業者等３名以上が連名し、当該農業者等の代表者

が文書をもって推薦するものとする。 

２ 前項の規定により推薦をするときは、別記第１号様式又は別記第２号様式により農業委員

会に届け出るものとする。 

（応募の手続） 

第５条 第２条第３号の規定による一般募集に応募する者は、別記第３号様式により農業委員

会に届け出るものとする。 

（候補者の公表） 

第６条 農業委員会は、農業委員会法第19条第２項の規定により、前２条の規定により推薦を

受けた候補者及び募集に応募した候補者に関する情報を整理し、公表するものとする。 

（推進委員の委嘱等） 

第７条 農業委員会は、候補者のうちから適当と認める者を、農業委員会法第17条第１項の規

定により推進委員として委嘱するものとする。 

２ 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、農業委員会法第17

条第２項の規定により、各推進委員が担当する区域を定めるものとする。 
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３ 前項に規定する推進委員の担当する区域は、別表のとおりとする。 

（推進委員の補充） 

第８条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則

に定めるところにより、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

別表（第７条第２項及び第３項関係） 

担当区域一覧 

番号 担当区域 

１ 石伏、只見、舘ノ川、黒沢、叶津、八木沢 １人 

２ 蒲生、寄岩、塩沢、十島 １人 

３ 楢戸、小川、下福井、上福井 １人 

４ 黒谷 １人 

５ 長浜、荒島、熊倉、亀岡、深沢 １人 

６ 小林、大倉 １人 

７ 梁取、二軒在家、塩ノ岐 １人 

８ 坂田、布沢 １人 

 


